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戸澤　宗充（とざわ　そうじゅう）　日蓮宗　一華結社
著書：「あなたが生きている理由」「一人で悩まないで」他多数。

プロフィール

  御仏はこの世について“娑婆”とおっしゃいました。“娑婆”とは別名で「忍土」とい
い、この世はさまざまな苦しみに耐え、我慢しなければならないということです。
　かつて私自身も、この娑婆世界の中で、悲しみに泣き、苦しみにのたうち回って
いたことがありました。そんな私に御仏は優しく手を差し伸べてくださいまし
た。ある時、真っ暗な天空からえもいわれぬ美しい花びらがひらひらと私の頭上
に舞い落ちてきました。それは香り色彩豊かな蓮華の花びら、すなわち「妙法蓮華
経」の教えです。以来、私は泥中にしか咲かないという、この蓮華の花のように、悩
み苦しみ悲しみに満ち溢れたこの娑婆世界で、一本の蓮華の花を咲かせてみよう
と思い立って出家の道を選びました。
　若き日の釈尊は、どうしたら全ての人間の苦しみを解放させ、救うことが出来
るのかと悩まれました。それは決して個人的なものではなく、人類全ての苦しみ
としてとらえた、他者の受ける苦しみや不幸を見逃すことが出来なかったので
す。これが釈尊の出家の動機であります。
　私は御仏が常に「この世の苦を見つめて生きよ」と呼び掛けておられると感じ
15年前に伊豆の山中に駆け込み寺を建立し、現代社会に存在する多くの悩み、苦
しみ、悲しみを抱える女性と向き合ってきました。そのほとんどが自殺願望・虐
待・うつ病・DV被害者であります。
　日蓮聖人の「一切の異の苦は日蓮一人の苦なり」この大慈悲心こそ題目の心で
あろうかと感じております。私はこのお言葉を胸に抱きながら、彼女らに寄り
添ってきました。
　自殺を試みた女性（幸い未遂に終わった）を病院に運んだ時、担当の医師に言わ
れた、「一日に5回も祈る国があるのに日本は祈ることを忘れましたね。今こそあ
なた方僧侶の存在が大きいのです」と祈る事の大切さを語ってくれました。常に
「死にたい」と漏らす女性たちと向き合いながら、私は「生きてこそ」更に「人は変
われるもの」だと言葉を伝えております。そして「蘇ろう、羽ばたこう」と彼女らの
身体を抱きかかえながら励ましてきました。
　「妙とは蘇生の義なり、蘇生とは蘇る義なり」との日蓮聖人のお言
葉を私自身が信じなければ到底出来えないことです。
　現代社会を覆っている閉塞感とか停滞感の中で、もがき苦しんで
いる彼女たちに光を見つけ出し、蘇らせることが出来れば私が出家
した意味があろうかと感じています。15年間、約700名の女性たち
と向き合いながら、かつて苦しみにもがいていた私自身が救われた
と感じています。「菩薩行に生きたい」これが今の私の真実です。

１．責任役員の資格及び欠格事由
(1)　責任役員の資格 
　責任役員の資格は規則に記載しておかなくてはなりません。宗教法人法には資格に関する規定はありま
せんから、信者に限定されることはありません。従って、信者でなくても適任の人があれば、責任役員に
なってもらうことは可能です。しかし、ほとんどの包括宗教団体では、それぞれの宗制等で、氏子や信者、総
代や法類、寺族等に限定しています。これに合わせて被包括宗教法人の規則でも同様の限定をしていま
す。規則に記載された資格は責任役員を選ぶ際の要件ですから、これを欠く場合には任命されても任命の
効力はありません。 責任役員の資格の確認は、役員名簿で行います（宗教法人法第２２条２項２号）。責任
役員の登記は、昭和３９年４月の商業登記法の改正に伴って行なわれた宗教法人法の改正で、不用になり
ました。従って、現在では役員名簿が唯一の公示手段となっています。この役員名簿は、会計年度終了後
４ヶ月以内に財産目録等とともに、それらの写しを所轄庁に届出なければなりません（宗教法人法第２５
条２項４号）。
(2)　責任役員の欠格事由 
　欠格事由とは、人がある地位を得たり、その地位に就いたりする場合に、それが妨げられる理由や原因を
いいます。責任役員に就任するときだけでなく、就任後であってもこの欠格事由に該当すると責任役員の
資格を失うこととなって、退任となります。 宗教法人法第２２条は欠格事由として、つぎのものを規定して
います。
　　①　未成年者
　　②　成年被後見人又は被補佐人
　　③　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
　①の「未成年者」とは、満２０才に満たない者をいいます（民法第３条）。但し、未成年者であっても婚姻す
ると成年に達したものとみなされますから（民法第７５３条）責任役員に就任することは可能です。
　②の「成年被後見人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者で家庭裁判所
から後見開始の審判をうけた者をいいます（民法第７条）。
　また「被補佐人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で家庭裁判所
から保佐開始の審判を受けたものをいいます（民法第１１条）。成年被後見人と被補佐人との区別は、前者
は事理を弁識する能力を欠いている場合、後者は、その能力が著しく不十分である場合で、要は程度の差
ともいえます。この区別の判断は家庭裁判所が行います。ここでいう事理を弁識する能力とは、事実や理論
について、それぞれ区別することのできる能力のことをいいます。
　③の「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役および禁錮をいいます（刑法９条、１０条）。 「処せられ」とは、禁錮以上
の刑の言渡をうけ、刑の言渡が確定した場合をいいます。 「執行をうけることがなくなる」とは、刑の執行を猶
予された場合に、刑の執行猶予の言渡を取り消されることなく、その猶予期間を経過させて、刑の言渡の効力
がなくなることをいいます（刑法２７条）。そのほかにも、時効により執行が免除される場合や（刑法第３１
条）、大赦または特赦により刑の言渡が効力を失う場合（恩赦法第３条、同４条）もこれに該ります。
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